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介
護
慰
労
金
を

　
　
　
　
　

支
給
し
ま
す

　

要
介
護
状
態
の
か
た
を
在
宅
で

日
常
的
に
介
護
し
て
い
る
家
族
を

対
象
に
、
申
請
に
よ
っ
て
介
護
慰

労
金
を
支
給
し
ま
す
。

◆
対
象　

①
～
③
全
て
に
該
当
す

る
か
た
を
日
常
的
に
介
護
し
て

い
る
家
族
（
市
民
税
非
課
税
世

帯
で
市
税
に
滞
納
が
な
い
か
た
）

①
在
宅
で
生
活
し
、
市
民
税
非
課

税
世
帯
で
介
護
保
険
料
に
滞
納

が
な
い
か
た
（
※
分
割
納
付
は

可
の
場
合
あ
り
）

②
10
月
１
日
以
前
の
１
年
間
に
お

い
て
、
市
内
に
住
所
を
有
し
、

要
介
護
３
～
５
ま
た
は
要
介
護

２
で
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生

活
自
立
度
が
Ⅱ
以
上
に
該
当
す

る
か
た

③
10
月
１
日
以
前
の
１
年
間
に
お

い
て
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス
、
訪
問
入
浴

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
在
宅
サ
ー
ビ

ス
や
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
の

入
所
サ
ー
ビ
ス
）
を
利
用
し
て

い
な
い
か
た

　

※
年
間
７
日
以
内
の
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
利
用
は
除
く

◆
支
給
額（
年
額
）

○
要
介
護
４
～
５
に
該
当
す
る
か

た
を
介
護
し
て
い
る
家
族

　

…
10
万
円

○
要
介
護
２
～
３
に
該
当
す
る
か

た
を
介
護
し
て
い
る
家
族
ま
た

は
要
介
護
２
～
３
と
４
～
５
の

期
間
が
混
在
し
て
い
る
か
た
を

介
護
し
て
い
る
家
族

　

…
２
万
円

申
問
10
月
２
日（
月
）～
31
日（
火
）

に
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

通
帳
（
介
護
し
て
い
る
か
た
の

名
義
の
も
の
）、
納
税
証
明
書

（
ま
た
は
申
請
時
、
税
情
報
確

認
同
意
書
に
記
入
）
を
持
参
の

上
、
高
齢
者
支
援
課
（
☎
017
―

734
―
５
３
２
６
）、
浪
岡
振
興

部
健
康
福
祉
課
（
☎
０
１
７
２

―
62
―
１
１
３
４
）
へ

一
日
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
加
入
者
を
対
象
に
、

一
日
人
間
ド
ッ
ク
ま
た
は
脳
ド
ッ

ク
の
検
査
料
金
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

所
市
が
委
託
す
る
医
療
機
関
な
ど

対
青
森
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
満
18
歳
以
上
の
か

た
、
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
か
た

で
、
市
税
に
未
納
の
な
い
か
た

※
年
度
中
に
助
成
を
受
け
ら
れ
る

の
は
、
一
日
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
の
い
ず
れ
か
で
す
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

料
検
査
料
金
の
３
割
相
当
額
（
自

己
負
担
額
上
限
１
万
１
千
円
）

申
問
電
話
ま
た
は
直
接
、
国
保
医

療
年
金
課
（
☎
017
―
773
―
０
１

８
１
）、
浪
岡
振
興
部
健
康
福

祉
課
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１

１
５
３
）
へ

町
会
に
宝
く
じ
の
助
成
金

　
（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

で
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報

事
業
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託
事

業
収
入
を
財
源
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

次
の
町
会
で
は
、
こ
の
宝
く
じ
の

助
成
金
を
活
用
し
て
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
に
必
要
な
備
品
を
整
備

し
ま
し
た
。

○
横
内
町
会　

集
会
用
テ
ン
ト
３

式
、
会
議
テ
ー
ブ
ル
10
台
、
会

議
イ
ス
20
脚
（
令
和
５
年
８
月
）

問
市
民
協
働
推
進
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
３
１
）

きちんとお薬飲めていますか？

問国保医療年金課（☎017－718－1146）

　「ポリファーマシー」とは、多くの薬を服
用しているために副作用を起こしたり、薬を
飲み忘れるなど、きちんと薬が飲めなくなっ
ている状態をいいます。
　特に高齢になると複数の病気を持つかたが
増え、受診する病院や薬が増える傾向があり
ます。
薬を正しく服用するために…

◆お薬手帳を１冊にまとめましょう
医師や薬剤師などの専門家が全ての薬の情
報を把握することが大切です。

◆かかりつけ薬局や薬剤師、主治医に
　相談しましょう
薬の効果や副作用など、心配なことがあれ
ば、かかりつけ薬局の薬剤師や主治医に相
談しましょう。

運
動
の
重
点 

９月30日は
「交通事故死ゼロ
　を目指す日」

１ こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

２ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶

３ 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

◆反射材を着用し、交通事故から身を守りましょう
夕暮れ・夜間はドライバーから歩行者が見えにく
いため、交通事故にあう危険性が高まります。反
射材を身に着けることで、ドライバーに自分の存
在を早く知らせることができます。
自分自身や大切な人を交通事故から守るため、家
族や地域ぐるみで反射材を着用しましょう。

秋の全国交通安全運動 ９月21日～30日

◆早めのライト点灯を！
日没が早まる時期です。
交通事故を未然に防ぐため、
早め点灯を心掛けましょう。

【点灯目安時刻】
９　　月　16：30
10　　月　15：30
11・12月　15：00

問生活安心課（☎017－734－5258）

交通安全教育指導員
山田
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ひ
と
り
親
世
帯
等
臨
時

特
別
給
付
金
の
ご
案
内

　

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
低

所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
国

が
行
う
「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
（
児
童
一
人
当
た
り

５
万
円
）
」（
国
給
付
金
）
と
は
別

に
、
青
森
県
独
自
の
支
援
と
し
て

「
ひ
と
り
親
世
帯
等
臨
時
特
別
給

付
金
（
児
童
一
人
当
た
り
５
万

円
）」を
支
給
し
ま
す
。

◆
対
象
者

①
市
か
ら
国
給
付
金
を
受
給
し
た

か
た
で
、
令
和
５
年
５
月
12
日

時
点
で
県
内
に
住
所
を
有
す
る

ま
た
は
令
和
５
年
５
月
13
日
か

ら
令
和
６
年
２
月
29
日
ま
で
の

間
に
、
県
内
に
住
所
を
有
し
た

か
た

②
県
外
の
自
治
体
か
ら
国
給
付
金

を
受
給
し
た
か
た
で
、
令
和
５

年
５
月
12
日
時
点
で
市
内
に
住

所
を
有
す
る
ま
た
は
令
和
５
年

５
月
13
日
か
ら
令
和
６
年
２
月

29
日
ま
で
の
間
に
、
市
内
に
住

所
を
有
し
た
か
た

◆
支
給
方
法
な
ど

　
【
対
象
者
①
】
申
請
不
要

　

９
月
28
日（
木
）か
ら
順
次
、
国

給
付
金
を
受
給
し
た
口
座
に
振

り
込
み
ま
す
。

　
【
対
象
者
②
】
申
請
必
要

　

10
月
２
日（
月
）か
ら
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。

　

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な

ど
）、
受
取
口
座
を
確
認
で
き

る
書
類
（
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
な
ど
）、
国
給
付
金
を

受
給
し
た
こ
と
が
分
か
る
書
類

（
支
給
決
定
通
知
書
、
通
帳
な

ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
問
子
育
て
支
援
課
（
☎
017
―
718

―
１
９
７
１
）、
浪
岡
振
興
部

健
康
福
祉
課
（
☎
０
１
７
２
―

62
―
１
１
１
３
）
へ

青
森
県
学
生
寮
入
寮
生
募
集

入
寮
資
格
▼
保
護
者
が
青
森
県
民

で
東
京
都
及
び
そ
の
近
郊
の
大

学
、
専
修
学
校
な
ど
に
在
学
、

ま
た
は
入
学
見
込
み
の
男
子

学
生

場
所
▼
東
京
都
小
平
市
鈴
木
町
一

丁
目
103
―
１

部
屋
・
設
備
▼
個
室
（
ベ
ッ
ド
、

机
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
備
付
け
）

経
費
▼
入
寮
費
／
年
額
３
万
円
、

寮
費
／
月
額
３
万
円
、
食
費
／

１
食
450
円
（
平
日
の
夕
食
の

み
、
希
望
制
）、
電
気
料
金
実

費
、
上
・
下
水
道
料
金
は
無
料

申
詳
し
く
は
、
電
話
で
お
問
合
せ

い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
HPh

ttp
s://syo

u
g

a
ku

ka
i.

w
ix

site
.c

o
m

/
a

o
m

o
ri-

ryo

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
（
公
財
）
青
森
県
育
英
奨
学
会

（
青
森
県
教
育
委
員
会
教
職
員

課
内
）

　
（
☎
017
―
734
―
９
８
７
９
）

　

９
月
20
日
か
ら
、
初
回
接
種
を

完
了
し
た
生
後
６
か
月
以
上
の
か

た
を
対
象
に
令
和
５
年
秋
開
始
接

種
を
実
施
し
ま
す
。

◆
健
診
セ
ン
タ
ー
集
団
接
種

９
月
27
日（
水
）

10
月
２
日（
月
）

10
月
11
日（
水
）

◆
接
種
券

・
接
種
券
は
、
年
齢
区
分
に
応
じ

て
、
接
種
間
隔
経
過
後
に
順
次

発
送
し
て
い
ま
す
。

・
お
手
元
に
接
種
券
が
あ
る
か
た

は
、
お
持
ち
の
接
種
券
を
使
用

で
き
ま
す
の
で
、
接
種
券
が
発

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
秋
開
始
接
種
の

　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

送
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
接
種
券
を
紛
失
・
破
棄
な
ど
で
お

手
元
に
な
い
か
た
は
、
接
種
券
の

再
発
行
申
請
が
必
要
で
す
。

問
青
森
市
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ

ン
接
種
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
017
―
764
―
６
５
３
９
、
017

―
752
―
０
５
１
７
）

※
予
約
受
付
は
各
接
種
日
の
３
日

前
ま
で
と
な
り
ま
す
。

▲最新情報は
　こちら

▲WEB予約は
　こちら

高
齢
者
虐
待
か
も
と
思
っ

た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

虐
待
は
地
域
の
皆
さ
ん
の
身
近

で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
「
気
づ
き
」
を
通
報

す
る
こ
と
で
、
虐
待
を
受
け
て
い

る
高
齢
者
を
救
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

不
自
然
な
け
が
・
あ
ざ
が
あ
る
、

家
族
か
ら
叩
か
れ
る
・
怒
鳴
ら
れ

る
、
年
金
な
ど
の
収
入
が
あ
る
の

に
お
金
が
な
い
と
訴
え
る
な
ど
、

「
あ
れ
っ
、
お
か
し
い
な
…
」
と

思
っ
た
ら
、
市
や
高
齢
者
が
お
住

ま
い
の
地
域
を
担
当
す
る
青
森
市

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
者
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
６
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
３
４
）

　

県
及
び
市
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
法
人
県
民
税
・
法

人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
及

び
法
人
市
民
税
の
電
子
申
告
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

県
ま
た
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

　

課
税
第
一
課

　
（
☎
017
―
734
―
９
９
７
２
）

　

市
民
税
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
１
９
２
）

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業

税
・
特
別
法
人
事
業
税
・

法
人
市
民
税
の
電
子
申
告

掲載の内容は、８月21日時点の情報をもとに作成しています。イベントなどは中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
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